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「浄化槽法第７条及び第 11 条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及

び方法、検査票、検査結果の判定等について」の一部改正について 
 
平成７年６月 20日付け衛浄第 34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課

浄化槽対策室長通知「浄化槽法第７条及び 11条に基づく浄化槽の水質に関す

る検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」（平成 14年

２月７日付け環廃対第 104号一部改正）の記について、引用している日本産業

規格 JIS K 0102（工場排水試験方法）が、日本産業規格 JIS K 0101（工業用水

試験方法）と統合され、新たに日本産業規格 JIS K 0102（-1，-2，-3，-4，-5）
（工業用水・工場排水試験方法）の５部編成の規格群として分冊化された。こ

れに伴い、規格番号の変更が生じたことから、併せて表現の適正化を行ったの

で別紙のとおり通知する。 
 ただし、浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の

判定等を変更するものでないことにご留意いただきたい。 
 本通知は、令和８年１月８日から適用する。 
 なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の

規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 
 



別紙                           衛 浄 第 ３ ４ 号 

平成７年６月２０日 

一部改正 環 廃 対 第 1 0 4 号 
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各都道府県・各政令市 
浄化槽担当部（局）長 殿 
 

環 境 省 環 境 再 生 ・ 資 源 循 環 局 
廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室長 

 
浄化槽法第７条及び第 11 条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内

容及び方法、検査票、検査結果の判定等について 
 
 浄化槽法（昭和 58年法律第 43号。以下「法」という。）第７条及び第 11条に

基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項については、厚

生省生活衛生局水道環境部長通知（平成７年６月 20 日付け衛浄第 33 号）をも

って指示されたところであるが、当該検査に係る検査内容及び方法、検査票、検

査結果の判定等については、下記によることとしたので、その円滑な運用に格段

のご協力をお願いする。 

 なお、この通知は平成８年４月１日から適用し、昭和 61年３月４日付け衛環

第 41号の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知は、同日をもって廃止

する。 

 
記 

 
第１ 外観検査の内容 

各項目ごとの具体的な内容は以下のとおりとすること。 
１ 設置状況 
ア 槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況 
イ 漏水の状況 
ウ 浄化槽上部の状況 
エ 雨水、土砂等の槽内への流入状況 
オ 内部設備の固定状況 
カ 設置に係るその他の状況 



２ 設備の稼働状況 
ア ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況 
イ ばっ気装置及び攪拌装置の稼働状況 
ウ 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況 
エ 膜モジュールの稼働状況 
オ 制御装置及び調整装置の稼働状況 
カ 生物膜又は活性汚泥の状況 
キ 設備の稼働に係るその他の状況 

３ 水の流れ方の状況 
ア 管きょ、升及び各単位装置間の水流の状況 
イ 越流せきにおける越流状況 
ウ 各単位装置内の水位及び水流の状況 
エ 汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況 
オ 水の流れ方に係るその他の状況 

４ 使用の状況 
ア 特殊な排水等の流入状況 
イ 異物の流入状況 
ウ 使用に係るその他の状況 

５ 悪臭の発生状況 
ア 悪臭の発生状況 

６ 消毒の実施状況 
ア 消毒の実施状況 

７ か、はえ等の発生状況 
ア か、はえ等の発生状況 

 
第２ 水質検査の方法 
１ 水素イオン濃度指数（pH）の検査方法 

次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 
１） ガラス電極法 
（１） 器具 

ガラス電極による pH 測定装置（以下「pH 計」という。） 
ただし、日本産業規格（以下「規格」という。）Z8802 に掲げる形

式Ⅱを用いる。 
（２） 試料の採取 

消毒槽、消毒室又は消毒タンク（以下「消毒槽等」という。）に入

る直前の処理水を採取する。 
（３） 試験操作 



pH 計を、規格 Z8802 に掲げる方法に従って調整した後、検水中に

電極を浸し、1 分間以上経過して pH 計の指針が安定したときの pH
値を読みとる。 

２） 比色法 
（１） 試薬及び器具 
 ア BCP 溶液 

ブロムクレゾールパープル 0.1g に 0.02mol／L 水酸化ナトリウム溶

液 9.25mL を加えて溶かし、蒸留水を加えて 250mL としたもの 
 イ BTB 溶液 

ブロムチモールブルー0.1g に 0.02mol／L 水酸化ナトリウム溶液

8mL を加えて溶かし、蒸留水を加えて 250mL としたもの 
ウ PR 溶液 

フェノールレッド0.1gに0.02mol／L水酸化ナトリウム溶液14.1mL
を加えて溶かし、蒸留水を加えて 500mL としたもの 

 エ TB 溶液 
チモールブルー0.1g に 0.02mol／L 水酸化ナトリウム溶液 10.75mL

を加えて溶かし、蒸留水を加えて 250mL としたもの 
 オ BCP 標準比色液 
カ BTB 標準比色液 
キ PR 標準比色液 
ク TB 標準比色液 
ケ 比色管 

（２） 試料の採取 
  消毒槽等に入る直前の処理水を採取する。 

（３） 試験操作 
検水 5mL を標準比色液の容器と同径の比色管に採り、検水の水素

イオン濃度が pH 値で 5.4 以上 6.4 以下の場合は BCP 溶液、6.5 以上

7.2 以下の場合は BTB 溶液、7.3 以上 8.2 以下の場合は PR 溶液、8.3
以上 9.4 以下の場合は TB 溶液をそれぞれ 0.25mL 加えて混合し、直

ちに発色した溶液の色を BCP 標準比色液、BTB 標準比色液、PR 標

準比色液又は TB 標準比色液とそれぞれ比色して、該当する標準比色

液から検水の水素イオン濃度を求める。 
２ 汚泥沈殿率（SV）の検査方法 
（１） 器具 

容量１L で内径 6.5cm のメスシリンダー 
（２） 試料の採取 

ばっ気槽、ばっ気室、ばっ気タンク等（以下「ばっ気槽等」という。）



の内の混合液を採取する。 
（３） 試験操作 

検水１L をメスシリンダーに採り、30 分間静置した後、沈殿量の mL
数（a）から次式により汚泥沈殿率を算定する。 
汚泥沈殿率（V／V％）＝（a／1000）×100＝a／10 

３ 溶存酸素（DO）の検査方法 
規格K0102-1の 21.4に掲げる器具及び試験操作方法に基づいて検査する。

なお、試験操作は、溶存酸素計の調整を行った後に行うこととし、ばっ気槽

等、接触ばっ気室、接触ばっ気槽、回転板接触槽等の内において、溶存酸素

量が適正に保持されているか否かを評価し得る部位を測定するものとする。 
４ 透視度の検査方法 
（１） 器具及び試験操作 

規格 K0102-1 の８に掲げる器具及び試験操作方法に基づいて検査す

る。なお、透視度計は、必要に応じ、50cm 又は 100cm のものを使用す

る。 
（２） 試料の採取 

消毒槽等に入る直前の処理水を採取する。 
５ 塩化物イオン（塩素イオン）濃度の検査方法 

次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 
１） イオン電極法 
（１） 器具及び試験操作 

規格 K0102-2 の 6.4 に掲げる器具及び試験操作方法に基づいて検

査する。 
（２） 試料の採取 

洗浄水及び消毒槽等に入る直前の処理水を採取する。 
２） 硝酸銀滴定法 
（１） 試薬及び器具 

ア クロム酸カリウム溶液 
クロム酸カリウム 50g を蒸留水約 200mL に溶かし、赤い沈殿が生

じるまで硝酸銀溶液（５／Ｖ％）を加え、ろ過して得た溶液に蒸留水

を加えて１L としたもの 
イ 0.01mol／L 硝酸銀溶液 

硝酸銀 1.7g を蒸留水に溶かして１L としたもの 
この溶液は、褐色びんに入れて保存する。 
なお、以下の操作により 0.01mol／L 硝酸銀溶液の力価（ｆ）を求

める。 
0.01mol／L 塩化ナトリウム標準液 25mL を白磁皿又はビーカーに



採り、クロム酸カリウム溶液 0.2mL を指示薬として加え、0.01mol／
L 硝酸銀溶液を用いて微だいだい色が消えずに残るまで滴定する。別

に、同様に操作して空試験を行い、補正した 0.01mol／L 硝酸銀溶液

の mL 数（a）から次式により力価を算定する。 
f=25／a 
ここで、0.01mol／L 塩化ナトリウム標準液とは、600℃で約 60 分

間加熱乾燥し、デシケーター中で放冷した規格 K8005 の附属書 C に

掲げる塩化ナトリウム 0.584g を、蒸留水に溶かして１L としたもの

とする。 
ウ 白磁皿又はビーカー 
エ 褐色ビュレット 

（２） 試料の採取 
洗浄水及び消毒槽等に入る直前の処理水を採取する。 

（３） 試験操作 
試料から適正量の検水を白磁皿又はビーカーに採り、蒸留水を加

えて 50mL とし、クロム酸カリウム溶液 0.5mL を加えた後、液が微

だいだい色となるまで 0.01mol／L 硝酸銀溶液で滴定し、これに要し

た 0.01mol／L 硝酸銀溶液の mL 数（b）を求め、次式により検水の塩

化物イオン濃度（mg／L）を算定する。 
塩化物イオン濃度（mg／L）＝（b－c）×f×｛1000／検水の量（mL）｝

×0.355 
この式において、ｆは 0.01mol／L 硝酸銀溶液の力価を表し、c は

蒸留水を用いて検水と同様に操作したときに要した 0.01mol／L 硝酸

銀溶液の mL 数を表す。 
６ 残留塩素の検査方法 

DPD 法を用いることとする。 
（１） 試薬及び器具 

規格 K0102-1 の 23.2 に掲げる試薬及び器具を用いる。なお、ここで

調製した残留塩素標準比色液については、試験操作に用いる比色管に

移して密栓し、該当する残留塩素の濃度（mg／L）を記載して、これを

試験操作で用いる残留塩素標準比色液とする。 
この残留塩素標準比色液は、暗所に保存する。 

（２） 試料の採取 
消毒槽等の出口における放流水を採取し、直ちに試験する。 

（３） 試験操作 
リン酸緩衝液 0.5mL と DPD 試薬約 0.1g を比色管に採り、これに検

水 10mL を加えて混合し、さらにヨウ化カリウム約 0.1g を加えて溶解



し、約２分間放置後の呈色を残留塩素標準比色液と比較して検水の残

留塩素濃度（mg／L）を求める。 
７ 生物化学的酸素要求量（BOD） 
（１） 器具及び試験操作 

規格 K0102-1 の 18 に掲げる器具及び試験操作方法に基づいて検査す

る。 
（２） 試料の採取 

消毒槽等に入る直前の処理水を採取する。 
（３） 注意事項 

試料は、10℃以下の状態で運搬し、かつ、９時間以内に試験すること

が望ましい。 
８ 留意事項 
（１） 試料の採取は、流水状態で行うこと。 
（２） 水質検査に当たっては、試薬及び試験廃液は関係法令等に十分留意し

た上で取り扱うこと。 
 
第３ 検査票 

検査票は、法第７条に基づく検査の際に用いる設置検査票、法第 11 条に基

づく検査の際に用いる維持管理検査票及び検査結果書とすること。 
１ 設置検査票及び維持管理検査票は、検査員が検査の際にその結果を記入

し、検査終了後、指定検査機関において３年間保存するものとすること。 
２ 検査結果書は、浄化槽の設置及び維持管理の状況に関し、第４の４から７

に基づき行った判定、改善が望ましいと認められる事項又は改善を要する

と認められる事項、維持管理に当たって留意すべき事項等を記入し、当該浄

化槽の管理者に交付するとともに、指定検査機関においてその写しを３年

間保存するものとすること。 
 
第４ 検査結果の判定等 
１ 外観検査については、第１で掲げる検査内容ごとに異常が認められるか

否かを検査するものとすること。 
２ 水質検査については、別記に掲げる各検査項目の望ましい範囲に照らし

て、異常が認められるか否かを検査するものとすること。 
ただし、水質検査の結果が別記に掲げる範囲に該当しないことのみをも

って、直ちに当該浄化槽の設置及び維持管理が不適正であると判断される

ものではないことに十分留意する必要があること。 
３ 書類検査については、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施されてい

るか否か、記録の保存の有無及び記載内容が適切か否かを検査するものと



すること。 
４ 検査結果の判定については、外観検査、水質検査及び書類検査の結果を総

合的に勘案し、適正である（以下「適正」という。）、おおむね適正であるが、

一部改善することが望ましい又は今後の経過を注意して観察する必要があ

る（以下「おおむね適正」という。）又は不適正であり、改善を要する（以

下「不適正」という。）のいずれかに該当するかを判定すること。 
５ 「適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場

合をいうこと。 
６ 「おおむね適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善する

ことが望ましいと認められる場合、又は今後の経過を注意して観察する必

要があると認められる場合であって、７に掲げる「不適正」と認められる場

合以外のものをいうこと。 
７ 「不適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に関し、法に基づく浄化槽の

構造、工事、保守点検及び清掃に係る諸基準に違反しているおそれがあると

考えられ、改善を要すると認められる場合をいうこと。 
 
第５ 留意事項 
１ 法第 11 条に基づく検査における水質検査項目のうち BOD については、

都道府県において、検査体制の整備状況等の地域の実情を勘案して検査へ

の導入の判断を行うことが可能であること。 
２ １において BOD を導入する場合にあっては、BOD が設置及び維持管理

の状況を総合的に示す指標であることにかんがみ、検査の効率化を図る観

点から、他の検査項目の一部を軽減することも可能であること。なお、その

運用については、別途通知するものであること。 
３ 書類検査においては、工事に係る記録等当該浄化槽の設置及び維持管理

の状況を把握する上で参考となる記録も活用することが望ましいこと。 
４ 検査結果書については、浄化槽管理者が、自らの浄化槽の状態、検査結果

を踏まえた具体的な対応方法等を十分理解できるよう、判定の根拠、改善す

べき事項等が具体的かつ分かりやすく記載されるよう留意されたいこと。 
 
第６ その他 

水質検査項目のうち BOD の分析については、当分の間他の分析機関に委託

することを妨げるものではないが、可及的速やかに指定検査機関自ら実施で

きる体制を整備すること。 
 
  



別記 
 

水質検査の各検査項目の望ましい範囲 
 
１ pH              5.8～8.6 
２ 汚泥沈殿率 

  単独処理浄化槽      10%以上 60%以下 
  合併処理浄化槽      10%以上 

３ 溶存酸素量 
    単独処理浄化槽      0.3mg／L 以上 
    合併処理浄化槽      1.0mg／L 以上 
４ 透視度 
  BOD の処理性能 
     90mg／L 以下         7 度以上 
     60mg／L 以下         10 度以上 
     30mg／L 以下           15 度以上 
     20mg／L 以下          20 度以上 
５ 塩化物イオン濃度 
    単独処理浄化槽      90mg／L 以上 140mg／L 以下 
６ 残留塩素           検出されること 
７ BOD             処理性能以下 
 
（注）１ 塩化物イオン濃度とは、次式により算定する値をいう。 
     塩化物イオン濃度（mg／L）＝C－C０ 
      ここで、C は処理水の塩化物イオン濃度を表し、C０は洗浄水の塩

化物イオン濃度を表す。 
   ２ 「検出されること」とは、本通知第２の６において示した測定方法に

より測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を上回るこ

とをいう。 
   ３ 合併処理浄化槽の汚泥沈殿率の評価に当たっては、必要に応じ、汚泥

の外観、沈殿槽等における固液分離状況及び消毒槽における汚泥蓄積状

況の観察、混合液浮遊物質濃度（MLSS）の測定等を行い、総合的に判断

すること。 
   ４ 溶存酸素量の評価に当たっては、必要に応じ、水素イオン濃度、汚泥

沈殿率等その他の水質検査項目の測定結果も参考にし、総合的に判断す

ること。 
 



参考（新旧対照表） 

新 旧 

第二 水質検査の方法 

１ 水素イオン濃度指数（pH）の検査方法 

次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 

１） ガラス電極法 

（１） 器具 

ガラス電極による pH 測定装置（以

下「pH 計」という。） 

ただし、日本産業規格（以下「規

格」という。）Z8802 に掲げる形式Ⅱを

用いる。 

（２） （略） 

（３） 試験操作 

pH 計を、規格 Z8802 に掲げる方法に

従って調整した後、検水中に電極を浸

し、１分間以上経過して pH 計の指針が

安定したときの pH 値を読みとる。 

 

２） 比色法 

（１） 試薬及び器具 

     ア BCP 溶液 

ブロムクレゾールパープル 0.1ｇに

0.02mol／L 水酸化ナトリウム溶液

9.25mL を加えて溶かし、蒸留水を加

えて 250mL としたもの 

     イ BTB 溶液 

ブロムチモールブルー0.1ｇに

0.02mol／L 水酸化ナトリウム溶液８

mL を加えて溶かし、蒸留水を加え

て 250mL としたもの 

     ウ PR 溶液 

フェノールレッド 0.1ｇに 0.02mol

／L 水酸化ナトリウム溶液 14.1mL を

加えて溶かし、蒸留水を加えて

500mL としたもの 

第二 水質検査の方法 

１ 水素イオン濃度指数（pH）の検査方法 

次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 

１） ガラス電極法 

（１） 器具 

ガラス電極による pH 測定装置（以

下「pH 計」という。） 

ただし、日本工業規格「pH 測定方

法」（JIS Z 8802）に掲げる型式Ⅱを用

いる。 

（２） （略） 

（３） 試験操作 

pH 計を、日本工業規格「pH 測定方

法」（JIS Z 8802）に掲げる方法に従

って調整した後、検水中に電極を浸

し、１分間以上経過して pH 計の指針

が安定したときの pH 値を読みとる。 

２） 比色法 

  （１） 試薬及び器具 

     ア BCP 溶液 

ブロムクレゾールパープル 0.1ｇに

0.02N 水酸化ナトリウム溶液 9.25mL

を加えて溶かし、蒸留水を加えて

250mL としたもの 

     イ BTB 溶液 

ブロムチモールブルー0.1ｇに

0.02N 水酸化ナトリウム溶液８mL を

加えて溶かし、蒸留水を加えて

250mL としたもの 

     ウ PR 溶液 

フェノールレッド 0.1ｇに 0.02N 水

酸化ナトリウム溶液 14.1mL を加え

て溶かし、蒸留水を加えて 500mL と

したもの 
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     エ TB 溶液 

チモールブルー0.1ｇに 0.02mol／

L 水酸化ナトリウム溶液 10.75mL を

加えて溶かし、蒸留水を加えて

250mL としたもの 

     オ BCP 標準比色液 

     カ BTB 標準比色液 

     キ PR 標準比色液 

     ク TB 標準比色液 

     ケ 比色管 

（２） （略） 

（３） （略） 

     エ TB 溶液 

チモールブルー0.1ｇに 0.02N 水酸

化ナトリウム溶液 10.75mL を加えて

溶かし、蒸留水を加えて 250mL とし

たもの 

     オ BCP 標準比色液 

     カ BTB 標準比色液 

     キ PR 標準比色液 

     ク TB 標準比色液 

     ケ 比色管 

（２） （略） 

（３） （略） 

２ 汚泥沈殿率 （SV）の検査方法  

（略） 

２ 汚泥沈殿率（SV）の検査方法  

（略） 

３ 溶存酸素（DO）の検査方法 

   規格 K0102-1 の 21.4 に掲げる器具及び試験

操作方法に基づいて検査する。（略） 

３ 溶存酸素（DO）の検査方法 

   日本工業規格「工場排水試験方法」（JIS K 

0102）32.3 に掲げる器具及び試験操作方法に基

づいて検査する。（略） 

４ 透視度の検査方法 

（１） 器具及び試験操作 

      規格K0102-1 の８に掲げる器具及び試

験操作方法に基づいて検査する。なお、

透視度計は、必要に応じ、50 ㎝又は 100

㎝のものを使用する。 

  （２） （略） 

４ 透視度の検査方法 

  （１） 器具及び試験操作 

      日本工業規格（JIS K 0102）９に掲げ

る器具及び試験操作方法に基づいて検査

する。なお、透視度計は、必要に応じ、

50cm 又は 100 ㎝のものを使用する。 

（２） （略） 

５ 塩化物イオン（塩素イオン）濃度の検査方法 

次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 

１） イオン電極法 

（１） 器具及び試験操作 

       規格 K0102-2 の 6.4 に掲げる器具及

び試験操作方法に基づいて検査する。 

 

   （２） （略） 

２） 硝酸銀滴定法 

（１） 試薬及び器具 

５ 塩化物イオン（塩素イオン）濃度の検査方法 

次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 

１） イオン電極法 

（１） 器具及び試験操作 

日本工業規格「工場排水試験方法」

（JIS K 0102）35.2 に掲げる器具及び試

験操作方法に基づいて検査する。 

  （２） （略） 

２） 硝酸銀滴定法 

（１） 試薬及び器具 
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     ア （略） 

     イ 0.01mol／L 硝酸銀溶液 

（略） 

なお、以下の操作により 0.01mol／L

硝酸銀溶液の力価（f）を求める。 

0.01mol／L 塩化ナトリウム標準液

25mL を白磁皿又はビーカーに採り、ク

ロム酸カリウム溶液 0.2mL を指示薬と

して加え、0.01mol／L 硝酸銀溶液を用

いて微だいだい色が消えずに残るまで

滴定する。別に、同様に操作して空試

験を行い、補正した 0.01mol／L 硝酸銀

溶液の mL 数（a）から次式により力価

を算定する。 

f＝25／a 

ここで、0.01mol／L 塩化ナトリウム

標準液とは、600℃で約 60 分間加熱乾

燥し、デシケーター中で放冷した規格

K8005 の附属書 C に掲げる塩化ナトリ

ウム 0.584g を、蒸留水に溶かして１L

としたものとする。  

 

ウ （略） 

     エ （略） 

（２） （略） 

（３） 試験操作 

試料から適正量の検水を白磁皿又は

ビーカーに採り、蒸留水を加えて 50mL

とし、クロム酸カリウム溶液 0.5mL を

加えた後、液が微だいだい色となるま

で 0.01mol／L 硝酸銀溶液で滴定し、こ

れに要した 0.01mol／L 硝酸銀溶液の

mL 数（b）を求め、次式により検水の

塩化物イオン濃度（mg／L）を算定す

る。 

ア （略） 

    イ 0.01N 硝酸銀溶液 

（略） 

なお、以下の操作により 0.01N 硝酸

銀溶液の力価（f）を求める。 

0.01N 塩化ナトリウム標準液 25mL を

白磁皿又はビーカーに採り、クロム酸

カリウム溶液 0.2mL を指示薬として加

え、0.01N 硝酸銀溶液を用いて微だいだ

い色が消えずに残るまで滴定する。別

に、同様に操作して空試験を行い、補

正した 0.01N 硝酸銀溶液の mL 数（a）

から次式により力価を算定する。 

 

f＝25／a  

ここで、0.01N 塩化ナトリウム標準液

とは、600℃で約 60 分間加熱乾燥し、

デシケーター中で放冷した日本工業規

格「容量分析用標準物質」（JIS K 

8005）7.3 に掲げる塩化ナトリウム

0.584g を、蒸留水に溶かして１L とした

ものとする。 

     ウ （略） 

     エ （略） 

   （２） （略） 

（３） 試験操作 

試料から適正量の検水を白磁皿又は

ビーカーに採り、蒸留水を加えて 50mL

とし、クロム酸カリウム溶液 0.5mL を

加えた後、液が微だいだい色となるま

で 0.01N 硝酸銀溶液で滴定し、これに

要した 0.01N 硝酸銀溶液の mL 数（b）

を求め、次式により検水の塩化物イオ

ン濃度（mg／L）を算定する。 
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塩化物イオン濃度（mg／L）＝（b－

c）×f×｛1000／検水の量（mL）｝×

0.355 

この式において、f は 0.01mol／L 硝

酸銀溶液の力価を表し、c は蒸留水を

用いて検水と同様に操作したときに要

した 0.01mol／L 硝酸銀溶液の mL 数を

表す。 

塩化物イオン濃度（mg／L）＝（b

－c）×f×｛1000／検水の量（mL）｝

×0.355 

この式において、f は 0.01N 硝酸銀

溶液の力価を表し、c は蒸留水を用い

て検水と同様に操作したときに要した

0.01N 硝酸銀溶液の mL 数を表す。 

 

６ 残留塩素の検査方法 

DPD 法を用いることとする。 

（１） 試薬及び器具 

規格 K0102-1 の 23.2 に掲げる試薬及

び器具を用いる。なお、ここで調製した

残留塩素標準比色液については、試験操

作に用いる比色管に移して密栓し、該当

する残留塩素の濃度（mg／L）を記載し

て、これを試験操作で用いる残留塩素標

準比色液とする。 

この残留塩素標準比色液は、暗所に保

存する。 

 

（２） （略） 

（３） （略） 

６ 残留塩素の検査方法 

DPD 法を用いることとする。 

（１） 試薬及び器具 

日本工業規格「工場排水試験方法」

（JIS K 0102）33.2 に掲げる試薬及び器

具を用いる。なお、ここで調製した残留

塩素標準比色液については、試験操作に

用いる比色管に移して密栓し、該当する

残留塩素の濃度（mg／L）を記載して、

これを試験操作で用いる残留塩素標準比

色液とする。 

この残留塩素標準比色液は、暗所に保

存する。 

（２） （略） 

（３） （略） 

７ 生物化学的酸素要求量（BOD） 

（１） 器具及び試験操作 

規格 K0102-1 の 18 に掲げる器具及び

試験操作方法に基づいて検査する。 

 

（２） （略） 

（３） （略） 

７ 生物化学的酸素要求量（BOD） 

（１） 器具及び試験操作 

日本工業規格「工場排水試験方法」

（JIS K 0102）21 に掲げる器具及び試験

操作方法に基づいて検査する。 

（２） （略） 

（３） （略） 

８ 留意事項 

（略） 

８ 留意事項 

（略） 

 

 


